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秋田県水産業協同組合等検査要綱

最終改正 令和４年４月１４日

（趣旨）

第１条 この要綱は、水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１２３条第

１項から第５項までの規定により知事が行う水産業協同組合並びに水産業協同組合

の子法人等（同法第１２２条第２項に規定する子法人等をいう。）及び信用事業受託

者（以下「組合等」という。）の検査（以下「検査」という。）に関し、必要な事項

を定めるものとする。

（検査の目的）

第２条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合等の業務及び会計の状

況を的確に把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、もって組合

等の正常な事業運営を促進し、水産業の健全な発達に資することを目的とする。

（検査員）

第３条 検査は、知事が命ずる職員（以下「検査員」という。）に行わせるものとする。

２ 検査に当たっては、検査員の中から１人を当該検査の責任者（検査責任者）とし

て選定するものとする。

（検査命令書及び身分証明書の提示並びに検査通告書の交付）

第４条 検査員は、検査の着手に際しては、理事その他責任者に対し、当該検査に係

る検査命令書（別記様式１）及び当該検査に係る検査員であることを証するものと

して水産業協同組合法施行細則（昭和２６年秋田県規則第１９号）第２１条に定め

る身分証明書を提示するとともに、検査対象者の役員その他の責任者に対し、当該

検査に係る検査通告書（別記様式２）を交付するものとする。

（検査事項）

第５条 検査は、次の事項について行う。

一 業務運営の状況

二 資産、負債及び資本並びに損益の状況
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（検査の方法）

第６条 検査は、組合等の事務所、倉庫、事業場その他組合等の業務に直接又は間接

に関係のある場所に臨検する実地検査の方法により行う。ただし、必要があるとき

は、組合等の事務所、倉庫、事業場その他組合等の業務に直接又は間接に関係のあ

る場所に臨検することなく、提出された資料を検証し、電話、メール等の活用によ

り行う、検査対象者と対面しない書面検査を行うことができる。

２ 検査員は、十分な注意をもって検査を実施するとともに、事実の認定、処理の判

断及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正不偏の態度を保持しなければなら

ない。

３ 検査員は、被検査組合等の内部統制組織の信頼性の程度を勘案して、試査の範囲

を合理的に決定しなければならない。

４ 検査員は、被検査組合等の業務及び会計が適正であり、かつ、妥当であるかどう

かの意見を表明するに足りる合理的な基礎を得るまで、検査を実施しなければなら

ない。

（検査基準日及び検査の範囲）

第７条 検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、検査に着手し

た日の前業務日に残高試算表が作成されていない場合その他やむを得ないと認めら

れる場合は、別に定める日とする。

２ 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日ま

での組合等の業務及び会計の状況について行うものとする。ただし、特に必要があ

ると認める場合は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日前及び検

査基準日後の組合等の業務及び会計の状況についても検査を行うことができる。

（無通告検査の原則）

第８条 検査は、あらかじめ通告をしないで行うものとする。ただし、特別の事由が

ある場合は、この限りではない。

（執務時間内検査の原則）

第９条 検査は、被検査組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、現物検査そ

の他やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

（検査の立会）

第１０条 実地検査として現物（現金、有価証券、棚卸資産等）の検査を行うに当た

っては、検査対象者の役員その他の責任者１人以上の立会いを得て行わなければな

らない。

２ 検査に当たっては、前項に定める立会人のほか、被検査組合等の監事の立会を得

るよう努めなければならない。
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（検査員の心得）

第１１条 検査員は、検査に当たっては、組合等の業務の執行に支障のないように留

意しなければならない。

２ 検査員は、検査に当たっては、常に品位を保持し、検査に対する信頼を得るよう

に努めなければならない。

３ 検査員は、検査を通じて知り得た事項や秘密を他に漏らし、又は自らこれを利用

してはならない。

（私物検査の制限）

第１２条 検査員は、被検査組合等の役員及び使用人の私物については検査を行って

はならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、当該私物の所有者又は

管理者の承諾を得たときは、この限りでない。

（取引先その他との照査）

第１３条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員若しくは会員若

しくはその他の取引先（出資先を含む。）、退職した役員若しくは使用人又はその他

の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。

（意見の聴取）

第１４条 検査員は、検査を終了するに際して、検査によって明らかとなった事項に

ついて、役員等から意見を聴取するようにしなければならない。

（検査結果の講評）

第１５条 検査員は、検査を終了するに際して、全役員に対して検査の結果について

の講評を行い、それについての意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事

由があるときは、講評の時期を変更し、又は一部の役員に対して講評を行うことが

できる。

（検査結果の報告）

第１６条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに検査結果報告書（検査復命書）

を作成して、知事に提出しなければならない。

２ 検査員は、前項の検査結果報告書（検査復命書）の提出の際に、別途定める検査

調書を作成し、併せて知事に提出するものとする。

（検査書の作成等）

第１７条 知事は、前条の規定による報告があった場合において、法令の違反又は組

合等の運営上是正若しくは改善の必要があると認められる事項があるときは、当該

事項を記載した検査書を作成し、組合等に交付するものとする。
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（検査の拒否等に対する措置）

第１８条 検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実施が困難である

と認められたときは、検査員は直ちに知事にその旨を報告し、その指示を受けなけ

ればならない。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

この要綱は、令和４年５月１日から施行する。
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別記様式１ 検査命令書（第４条関係）

（Ａ４判）

第 号

検 査 命 令 書

職 氏名

水産業協同組合法第１２３条第○項の規定により、次の水産業協同組合等の検査を命

ずる。

水産業協同組合等名

年 月 日

秋田県知事 氏 名

（公印省略）
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別記様式２ 検査通告書（第４条関係）

番 号

年 月 日

検査対象者

代表者役職名 様

秋田県知事 氏 名

（公印省略）

○○検査（○○検査）の実施について（通知）

水産業協同組合法第１２３条第○項の規定に基づく○○検査（○○検査）につい

て、次のとおり実施します。

１ 検査開始日

年 月 日

２ 検査員職氏名


